
ＳＡ設備のＥＡＬ反映検討 多様性拡張設備のＥＡＬ反映検討 特重施設のＥＡＬ反映検討

EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称
ＳＡ設備

で関連する対応手順

EAL判断基準へ
のSA設備の追

加可否

多様性拡張設備
で関連する手順

EAL判断基準へ
の多様性拡張設
備の追加可否

特重設備
で関連する対応手順

EAL判断基
準への特重
施設の追加

可否

検討における考え方 イベントツリーの要否

　ＳＡ設備、多様性拡張設備について、昨年度検討
済み。

　特重設備による代替炉心注水は、大ＬＯＣＡ時に炉
心損傷を防止できる性能はないことから、ＥＡＬ判断
に追加しない。

　なお、SA設備、多様性拡張設備による代替炉心注
水も同様。

　特重設備による代替炉心注水および減圧は、一定
時間炉心注水が可能であり、炉心損傷を一時的に遅
延させることができる。時間的猶予の確保により、そ
の間に、ＤＢ設備・ＳＡ設備等の復旧に成功した場
合、炉心損傷を回避できる可能性があるが、不確定
な設備復旧に期待して、防護措置（ＰＡＺ内住民の予
防的避難開始）を数時間遅らせることにメリットはな
く、ＧＥの判断基準に特重設備の機能を追加しないこ
ととする。

　ＳＡ設備による１次系Ｆ＆Ｂは既にＧＥ２４で追加済
み。
　また、多様性拡張設備によるＳＧ給水は、パラメータ
ベースとして、ＳＧ給水喪失の判断で電動主給水ポ
ンプ、ＳＧ水張ポンプを、SG狭域0％（SE）、SG広域
10％（GE）の判断にＳＧ代替注水ポンプがEAL判断
に含まれている。

　設備基準の判断としてSG代替注水ポンプは、即応
性を有する設備ではないためEAL判断に追加してい
ない。（「緩やかな事象」の場合は追加も可能と考え
るが、ＥＡＬ判断が複雑化し、判断間違いや判断遅れ
に繋がる可能性がある。）

（各炉心冷却手段
、CV冷却手段）

（各炉心冷却手段
、CV冷却手段）

なし

なし

なし

なし

なし

・代替炉心注水

・代替炉心注水および減圧

AL ●
 ×※１
SE ●

 （×）※１
GＥ ●

 （×）※１

原子炉冷却材漏えい時におけ
る非常用炉心冷却装置による
一部注水不能

GE11－

火災爆発等による管理区域外
での放射性物質の放出

施設内（原子炉外）臨界事故
のおそれ

－

ＥＡＬ毎の特重施設の反映検討（四国電力　伊方発電所３号機）　

０１ AL01
敷地境界付近の空間ガンマ線

量率の上昇
SE01

放
射
線
量
・
放
射
性
物
質
放
出

AL21

通常放出経路での気体放射
性物質の放出

原子炉冷却材の漏えい

GE02

ＥＡＬ
区分

－

２１

２４

AL11

－ －

－

－

原子炉停止機能の異常または
異常のおそれ

０２

止
め
る

１１

０４ －

０３

０５

通常放出経路での液体放射
性物質の放出

火災爆発等による管理区域
外での放射性物質の異常放
出

火災爆発等による管理区域
外での放射線の異常放出

０６ －

原災法第１０条第１項に基づく特定事
象（ＳＥ）

警戒事象（AL)

SE02

通常放出経路での液体放射
性物質の放出

－

敷地境界付近の放射線量の
上昇

SE03

SE04
火災爆発等による管理区域外
での放射線の放出

SE06

SE05

－

－ GE05

SE21

原災法第１５条第１項に関する緊急
事態事象（ＧＥ）

施設内（原子炉外）での臨界
事故

GE01

GE03

敷地境界付近の放射線量の
上昇

GE24

GE06

全ての原子炉停止操作の失
敗

GE21
原子炉冷却材漏えい時にお
ける非常用炉心冷却装置に
よる注水不能

蒸気発生器給水機能喪失後
の非常用炉心冷却装置注水
不能

通常放出経路での気体放射
性物質の放出

GE04

蒸気発生器給水機能喪失のお
それ

SE24 蒸気発生器給水機能の喪失AL24

パラメータ
（ＳＧ水位）

＆
機能

ベース

AL ×

SE ×
GE ×

（各炉心冷却手段
、CV冷却手段）

（各炉心冷却手段
、CV冷却手段）

－

－

－

－

・手動原子炉トリップ
・ATWS緩和設備およびほう酸
注入

・炉心注水（充てんポンプ）
・代替炉心注水（代替ＣＶスプ
レイポンプ）
・代替炉心注水（ＣＶスプレイポ
ンプ（Ｂ，代替再循環配管使
用））
・代替炉心注水（中型ポンプ
車・加圧ポンプ車）

・１次系Ｆ＆Ｂ（高圧注入ポン
プ、加圧器逃がし弁）

・ＳＧ給水（電動主給水ポンプ）
・ＳＧ給水（ＳＧ水張ポンプ）

・ＳＧ給水（ＳＧ代替注水ポン
プ）※１

AL ×

SE ×
GE ●

SE （×）
GE （×）

SE （×）
GE （×）

SE （×）
GE （×）

SE （×）
GE （×）

SE －
GE －

SE －
GE －

SE －
GE －

SE －
GE －

（各炉心冷却手段
、CV冷却手段）

（各炉心冷却手段
、CV冷却手段）

－

－

－

パラメータ
ベース

パラメータ
ベース

パラメータ
ベース

パラメータ
ベース

パラメータ
ベース

パラメータ
＆

機能
ベース

機能
ベース

SE －
GE －

SE －
GE －

SE －
GE －

AL ×
GE ×

AL ×

SE ×
GE ×

AL ●
GE ●

SE －
GE －

AL ×

SE ×
GE ×

－

・ＭＧセット電源断（中央制御
室からの母線しゃ断器開放）
・制御棒の手動（自動）挿入
・ＭＧセット電源断（現場での
しゃ断器開放）
・現場での原子炉トリップしゃ断
器開放

・代替炉心注水（消火ポンプ
（電動））
・代替炉心注水（消火ポンプ
（ディーゼル駆動））
代替炉心注水（消防自動車）

AL ×

SE ×
GE ×

分類

×

×

×

×

×

×

×

SE （×）
GE （×）

SE （×）
GE （×）

SE －
GE －

SE －
GE －

SE －
GE －

SE －
GE －

AL ●
GE ●

パラメータ
ベース

凡例
● ：機能ベースのＥＡＬにおいて、各設備を既に追加済み。
〇　：機能べ―スのＥＡＬにおいて、各設備を追加可能。
×　：機能ベースのＥＡＬにおいて、各設備を追加不可。

（×）：パラメータベースのＥＡＬにおいて、各設備の動作状況がＥＡＬ判断を遅延又は防止できる。

　これらのＥＡＬは、パラメータベース（線量基準）であ
り、特重設備の故障で直接的にＥＡＬに影響するもの
でないが、各線量の上昇等に至る過程において、特
重設備による効果が影響するもの。

〇：必要

〇：必要
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ＳＡ設備のＥＡＬ反映検討 多様性拡張設備のＥＡＬ反映検討 特重施設のＥＡＬ反映検討

EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称
ＳＡ設備

で関連する対応手順

EAL判断基準へ
のSA設備の追

加可否

多様性拡張設備
で関連する手順

EAL判断基準へ
の多様性拡張設
備の追加可否

特重設備
で関連する対応手順

EAL判断基
準への特重
施設の追加

可否

検討における考え方 イベントツリーの要否

ＥＡＬ
区分

原災法第１０条第１項に基づく特定事
象（ＳＥ）

警戒事象（AL)
原災法第１５条第１項に関する緊急

事態事象（ＧＥ）

分類

　特重設備による代替炉心注水は、一定時間炉心注
水が可能であり、炉心損傷を一時的に遅延させること
ができる。時間的猶予の確保により、その間に、ＤＢ
設備・ＳＡ設備等の復旧に成功した場合、炉心損傷
を回避できる可能性があるが、不確定な設備復旧に
期待して、防護措置（ＰＡＺ内住民の予防的避難開
始）を数時間遅らせることにメリットはなく、ＧＥの判断
基準に特重設備の機能を追加しないこととする。

　なお、ＳＡ設備、多様性拡張設備のうち、ＲＷＳＴか
らの注水、ＳＧリフラックス冷却については、ＧＥ２９に
おいて代替手段として原則EAL判断に追加されてい
る。
　また、代替炉心注水（ＲＷＳＴからのＣＶスプレイポ
ンプ（Ｂ，代替再循環配管使用）または代替ＣＶスプ
レイポンプ）※４についても同様の機能を持つもので
あり、EAL判断に追加する。

（常設代替電源設備としての考慮）
　特重施設の電源設備は、ＳＡ時の活用手順として、
非常用交流高圧母線に給電可能な常設代替電源設
備であることから、ＥＡＬ判断に追加する。

（非常用交流母線の定義）
　常用交流母線のみが受電し、非常用交流高圧母
線が全て喪失している場合には、重大事故対応や低
温停止への移行が困難となることから、非常用交流
母線のみに着目している。

（全ての非常用交流母線としての考慮）
　　特重の電源設備としての機能（特重設備による機
能）が、ＣＶ防護を目的としたものであり、継続的に炉
心損傷を防止できるものではないことから、「重大事
故等の防止に必要な電気を供給する交流母線（EAL
解説より抜粋）」に該当せず、全ての非常用交流母線
が停電したことで判断するＥＡＬの対象外とする。

　なお、ＳＡ設備、多様性拡張設備による電源供給に
ついては、常設代替電源設備（非常用ガスタービン
発電機、空冷式非常用発電装置、号機間電源融
通、専用配電線）はEAL判断に追加済み。

（当該直流母線への供給電源としての考慮）
　特重施設の電源設備は、SA時の活用手順として、
非常用交流高圧母線に給電可能である。この場合、
既に当該直流母線への供給電源として考慮している
「充電器」の元電源（非常用交流高圧母線）に対する
信頼性向上として影響する。

（全ての非常用直流母線としての考慮）
　　特重の電源設備としての機能（特重設備による機
能）が、ＣＶ防護を目的としたものであり、継続的に炉
心損傷を防止できるものではないことから、全ての非
常用直流母線が停電したことで判断するＥＡＬの対
象外とする。

　このＥＡＬは、状態基準であり、特重設備の故障で
直接的にＥＡＬに影響するものでないが、炉心損傷
に至る過程において、特重設備による効果が影響す
るもの。

・非常用交流高圧母線への給電

（EAL25設備は省略）

（各炉心冷却手段）

・代替炉心注水

AL ×

SE （×）
GE （×）

－

GE（×）

AL（×）※６

SE（×）※６
GE  ●※７
      ○※６

GE25

－

非常用交流高圧母線の３０分
間以上喪失

２７ －

－

非常用交流高圧母線喪失また
は喪失のおそれ

SE25

－

AL25

－

全直流電源の５分間以上喪
失

非常用交流高圧母線の１時
間以上喪失

GE27

GE28 炉心損傷の検出２８

SE29
停止中の原子炉冷却機能の
喪失

停止中の原子炉冷却機能の
完全喪失

GE29

２５

冷
や
す

AL29２９

SE27 直流電源の部分喪失

－

停止中の原子炉冷却機能の一
部喪失

AL 〇

SE （×）
GE （×）

－

GE （×）

AL（×）
SE（×）
GE ×

・非常用ガスタービン発電機
・空冷式非常用発電装置

・300kVA電源車※２

・蓄電池（非常用、ＳＡ用）
 
・可搬型直流電源装置（75kVA
電源車及び可搬型整流器の構
成）

（EAL25設備は省略）

（各炉心冷却手段）

・炉心注水（充てんポンプ、高
圧注入ポンプ、燃料取替用水
タンク）※３
・代替炉心注水（ＣＶスプレイポ
ンプ（Ｂ，代替再循環配管使
用）、燃料取替用水タンク）※４
・代替炉心注水（代替ＣＶスプ
レイポンプ、燃料取替用水タン
ク）※４
・代替炉心注水（中型ポンプ
車・加圧ポンプ車、淡水タンク）

・ＳＧリフラックス冷却（電動補
助給水ポンプ、補助給水タン
ク）※５
・ＳＧリフラックス冷却（タービン
動補助給水ポンプ、補助給水
タンク）※５

パラメータ
（母線）

＆
機能

ベース

パラメータ
（母線）

＆
機能

ベース

パラメータ
ベース

パラメータ
（ＲＣＳ水位）

＆
機能

ベース

・号機間電源融通（号機間連絡
ケーブル）
・専用配電線
・187kV母線を経由する号機間
融通

（EAL25設備は省略）

（各炉心冷却手段）

・代替炉心注水（燃料取替用水
タンク（重力注水））※６
・代替炉心注水(蓄圧タンク）

・代替炉心注水（消火ポンプ
（電動）、淡水タンク）
・代替炉心注水（消火ポンプ
（ディーゼル駆動）、淡水タン
ク）
・代替炉心注水（消防自動車、
淡水タンク）

・ＳＧリフラックス冷却（電動主
給水ポンプ、脱気器タンク）※７
・ＳＧリフラックス冷却（ＳＧ水張
ポンプ、脱気器タンク）※７
・ＳＧリフラックス冷却（ＳＧ代替
注水ポンプ、補助給水タンク）
※７
・ＳＧリフラックス冷却（電動消
火ポンプ、淡水タンク）※７
・ＳＧリフラックス冷却（消火ポン
プ（ディーゼル駆動）、淡水タン
ク）※７

AL ●

SE (×）
GE （×）

（※２除く）

SE ●
GE （×）

GE（×）

AL（×）※３,４

SE（×）※３,４
GE  ●※３,５

    ○※４

〇：必要

〇：必要

×

〇：必要
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ＳＡ設備のＥＡＬ反映検討 多様性拡張設備のＥＡＬ反映検討 特重施設のＥＡＬ反映検討

EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称
ＳＡ設備

で関連する対応手順

EAL判断基準へ
のSA設備の追

加可否

多様性拡張設備
で関連する手順

EAL判断基準へ
の多様性拡張設
備の追加可否

特重設備
で関連する対応手順

EAL判断基
準への特重
施設の追加

可否

検討における考え方 イベントツリーの要否

ＥＡＬ
区分

原災法第１０条第１項に基づく特定事
象（ＳＥ）

警戒事象（AL)
原災法第１５条第１項に関する緊急

事態事象（ＧＥ）

分類

・ＦＶ

（各炉心冷却手段
、CV冷却手段）

　ＳＡ設備、多様性拡張設備について、既に検討済
み。

－

　ＤＢ設備・ＳＡ設備機能喪失時において、特重設備
による代替ＣＶスプレイ手段としてEAL判断に追加可
能。

　ＳＡ設備のうち、代替CVスプレイ（代替CVスプレイ
ポンプ）については、重大事故等対策で確認された
設備と同等の容量を満足しており、事象進展時間や
成立性を考慮すると、EAL判断に追加する。
なお、多様性拡張設備についてはパラメータベース
として、運転状態によりＥＡＬ判断に影響（遅延又は
防止）する。
　
＜フィルタベントの実施とEAL41との関係＞
　ＣＶの過圧破損を防止するためにフィルタベントを
行うことから、フィルタベントの実施前にはＳＥ４１、ＧＥ
４１が予め発信されていると考える。
　このＥＡＬは、状態基準であり、特重設備の故障で
直接的にＥＡＬに影響するものでないが、炉心出口
温度、ＣＶ圧力上昇に至る過程において、特重設備
による効果が影響するもの。

＜フィルタベントの実施とCV障壁との関係＞
　フィルタベントの実施については、運転操作による
管理下の活動であり、隔離機能を保有している状態
であることから、本ＥＡＬの判断基準の１つである「ＣＶ
障壁の喪失（ＣＶ隔離後の直接放出経路あり）」に該
当しないと考える。

　＜フィルタベントの実施によるＥＡＬ判断影響検討
＞
　　特重設備によるフィルタベントの実施は、ＣＶ破損
の防止を目的としたものであり、ＳＥ４３の定義（注）に
おける”炉心損傷を防止するために”に該当しない。
　なお、現状のＳＥ４３がフィルタベントの実施によりＳ
Ｅの判断および通報を行うものであることを踏まえる
と、特重設備のフィルタベントの実施においても同様
のＥＡＬ判断及び通報は必要と考えるため、通報規
則等の見直しが必要。

注：ＳＥ４３
　　＜原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用＞
　炉心の損傷が発生していない場合において、炉心
の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃が
し装置を使用すること。

なし

なし

・代替CVスプレイ

AL（×）

SE（×）
GE（×）

AL（×）

SE（×）
GE（×）

AL（×）

SE（×）
GE（×）

SE （×）※９
　　　（×）※１０
GE（×）※９,1０

（設備
なし）

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能
喪失のおそれ（新基準炉）

SE30３０
使用済燃料貯蔵槽の冷却機
能喪失・放射線放出（新基準
炉）

ＡＬ３１
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能
喪失のおそれ（旧基準炉）

２つの障壁喪失および１つの
障壁の喪失または喪失のお
それ

GE41 格納容器圧力の異常上昇

ＧＥ３１
使用済燃料貯蔵槽の冷却機
能喪失・放射線放出（旧基準
炉）

GE30

SE41－

AL30

４３

AL42
単一障壁の喪失または喪失の
おそれ

４２

３１

－

－

－
原子炉格納容器圧力逃し装置
の使用

２つの障壁の喪失または喪失
のおそれ

GE42

格納容器健全性喪失のおそれ

－ －

閉
じ
込
め
る

SE42

SE43

ＳＥ３１
使用済燃料貯蔵槽の冷却機
能喪失（旧基準炉）

使用済燃料貯蔵槽の冷却機
能喪失（新基準炉）

４１

－

（特重設備
未認可）

SE ○
GE （×）

ＡＬ （×）
SE （×）
GE （×）

SE ×

↓
（ＳＥ　○）

・ＳＦＰ注水（中型ポンプ車）

・ＳＦＰスプレイ（中型ポンプ車、
加圧ポンプ車）
・ＳＦＰスプレイ（小型防水砲）

（SA設備
未認可）

・代替ＣＶスプレイ（代替ＣＶス
プレイポンプ）※８

・ＣＶ自然対流冷却（ＣＶ再循
環ユニット、ＣＣＷor海水）

（各炉心冷却手段
、CV冷却手段）

（設備
なし）

パラメータ
ベース

パラメータ
ベース

パラメータ
＆

機能
ベース

パラメータ
ベース

機能
ベース

・ＳＦＰ注水（消火ポンプ（電
動））
・ＳＦＰ注水（消火ポンプ（ディー
ゼル駆動））
・ＳＦＰ注水（消防自動車）
・ＳＦＰスプレイ（常設放水砲）

・ＳＦＰ注水（燃料取替用水ポン
プ、燃料取替用水タンク）
・ＳＦＰ注水（２次系補給水ポン
プ、２次系純水タンク）
・ＳＦＰ注水（消火ポンプ（ディー
ゼル駆動））

・代替ＣＶスプレイ（中型ポンプ
車、加圧ポンプ車）※９
・代替ＣＶスプレイ（消火ポンプ
（電動））
・代替ＣＶスプレイ（消火ポンプ
（ディーゼル駆動））
・代替ＣＶスプレイ（消防自動
車）

・ＣＶ自然対流冷却（ＣＶ再循
環ファン）※１0

（各炉心冷却手段
、CV冷却手段）

（設備
なし）

AL（×）

SE（×）
GE（×）

（SA設備
未認可）

SE ○※８
GE（×）

AL（×）

SE（×）
GE（×）

（設備
なし）

〇：必要

×

×

〇：必要

×
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ＳＡ設備のＥＡＬ反映検討 多様性拡張設備のＥＡＬ反映検討 特重施設のＥＡＬ反映検討

EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称 EAL番号 ＥＡＬ略称
ＳＡ設備

で関連する対応手順

EAL判断基準へ
のSA設備の追

加可否

多様性拡張設備
で関連する手順

EAL判断基準へ
の多様性拡張設
備の追加可否

特重設備
で関連する対応手順

EAL判断基
準への特重
施設の追加

可否

検討における考え方 イベントツリーの要否

ＥＡＬ
区分

原災法第１０条第１項に基づく特定事
象（ＳＥ）

警戒事象（AL)
原災法第１５条第１項に関する緊急

事態事象（ＧＥ）

分類

：網掛けした項目は、電離放射線障害防止規則第７条の２第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象（緊急時被ばく250mSvが適用される事象）を示す。

　特重施設の制御室は、事故時の特重設備の操作
に係る操作器、監視計のみあり、平常時のプラント運
転状態の監視は行っていない。このため、特重施設
の制御室は、原子炉制御室他の代替機能としてEAL
判断に追加されない。

　また、特重施設の制御室が機能喪失することによる
新たなＥＡＬの設定の必要性については、特重設備
がＣＶ防護を目的としたものであり、継続的に炉心損
傷を防止できるものではないことから不要であり、ＥＡ
Ｌ５１の現状の目的（原子炉の運転・制御への影響、
異常時の原子炉施設の監視、原子炉の停止・冷温
停止の機能喪失等）に照らして、事故対応における
各フロント系機能で判断する。

［原子炉制御室の機能維持とし
て］
〇 線量上昇に対して
　　（各炉心冷却手段、CV冷却手
段）

〇火災に対して
　（設備なし）

〇 監視機能（過渡事象等）に対
して
　（設備なし）

［特重施設の制御室による原子
炉停止機能等、過渡事象時の監
視機能］
　（設備なし）

　本ＥＡＬは、重要区域内の安全機器等が火災溢水
により安全機能を喪失し、当該安全機能が残り１系統
となった場合ＡＬ、残り０系統となった場合ＳＥを発信
することを定めている。
　安全機器等は、省令等に基づき、安全上重要な構
築物、系統または機器を事業者防災業務計画に定
めているが、特重設備は、ＣＶ防護を目的としたもの
であり、継続的に炉心損傷を防止できるものではな
いことから、安全機器等には該当せず、特重設備の
機能やその機能の喪失がＥＡＬの判断に影響しな
い。

（設備
なし）

（設備
なし）

　このＥＡＬは、その他必要な防護措置を要求する基
準であり、特重設備の故障で直接的にＥＡＬに影響
するものでないが、本判断に至る過程において、特
重設備による効果が影響するもの。

　所内外に連絡可能な通信設備の追加を踏まえ、Ｅ
ＡＬ判断に追加できる。
　なお、ＥＡＬ判断においては、機能ベースで判断す
るものであり、通信設備の有無だけでなく、必要な要
員・運用を考慮して判断する。

AL ×

SE ×
GE ×

AL ●
SE ●

AL ×
SE ×

SE （×）
GE （×）

AL ×

AL ×

AL ×

AL ×

SE ×
GE ×

〇 発電所内の通信連絡
・通信設備（特重）

〇 発電所外の通信連絡
　（設置目的は、発電所内連絡用
であるが、通信設備（特重）によ
り、所外にも通信可能）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

SE ×
GE ×

SE ×
GE ×

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

AL ×
SE ×

SE （×）
GE （×）

－ －

－

－ － －

－ －
（当該原子力事業所所在市町村
において震度６弱以上の地震が
発生した場合）

－

（当該原子力事業所所在市町村
沿岸を含む津波予報区におい
て大津波警報が発表された場

－

－ － －

原子炉制御室他の一部の機
能喪失・警報喪失

－

GE51

－

事業所外運搬での放射線量
率の上昇

ＸＧE61

防護措置の準備および一部実
施が必要な事象発生

GE55

重要区域での火災・溢水による
安全機能の一部喪失のおそれ

SE53

所内外通信連絡機能の一部喪
失

５２

５１

AL52 SE52

AL51
原子炉制御室他の機能喪失の
おそれ

ＸSE61
事業所外運搬での放射線量
率の異常上昇

－

原子炉制御室他の機能喪
失・警報喪失

そ
の
他

事業所外運搬での放射性物
質の異常漏えい

ＸSE62
事業所外運搬での放射性物
質漏えい

ＸＧE62

所内外通信連絡機能の全て喪
失

SE51

SE55

火災・溢水による安全機能の
一部喪失

－

－

事
業
所
外
運
搬

そ
の
他
脅
威

５５

－

－ －

－

－－

５３ AL53

－

－

－

住民の避難を開始する必要
がある事象発生

－

－ －

－
（当該原子炉施設において新規
制基準で定める設計基準を超え
る外部事象が発生した場合（竜

－－ －
（原子力規制委員会委員長又は
委員長代行が警戒本部の設置
を判断した場合）

SE ×
GE ×

AL ×

SE ×
GE ×

AL 〇
SE 〇

AL ×
SE ×

SE （×）
GE （×）

AL ×

AL ×

AL ×

AL ×

SE ×
GE ×

パラメータ
（線量、火災）

＆
機能

ベース

〇 線量上昇に対して
　　（各炉心冷却手段、CV冷却
手段）

〇火災に対して
　（設備なし）

〇 監視機能（過渡事象等）に
対して
　（設備なし）

機能
ベース

その他

その他

その他

その他

その他

その他

パラメータ
ベース

パラメータ
ベース

（設備
なし）

〇 発電所内の通信連絡
・衛星電話設備（固定型、可搬
型）
・無線通信設備（可搬型）
・ＳＰＤＳ

〇 発電所外の通信連絡
・衛星電話設備（固定型、可搬
型）
・統合原子力防災ＮＷに接続
する通信設備
・ＳＰＤＳ

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

（設備
なし）

AL ×

AL ×

AL ×

AL ×

SE ×
GE ×

AL ●
SE ●

〇 線量上昇に対して
　　（各炉心冷却手段、CV冷却
手段）

〇火災に対して
　（設備なし）

〇 監視機能（過渡事象等）に
対して
　（設備なし）

〇 発電所内の通信連絡
・無線通話設備
・運転指令設備
・電力保安通信用電話設備

〇 発電所外の通信連絡
・災害時優先加入電話設備（加
入電話、加入ファックス）
・直通電話設備（直通電話、直
通ファックス）
・電力保安通信用電話設備
・社内ＴＶ会議システム
・無線通話設備

AL ×

SE ×
GE ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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四国電力 伊方発電所３号機 特重施設を考慮したＥＡＬ検討（ＥＡＬ２１：原子炉冷却機能の異常[冷却材の漏えい]） 

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：否 

■特重施設等を考慮した整理のイメージ（SA時の特重活用手順、ＥＡＬ判断基準については、特重施設に係る保安規定が未申請であることから現状案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 区分 設備 数 SE判断条件 GE判断条件 

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ 

ＤＢ 格納容器スプレイポンプ ２ 
全ての格納容器スプレイポンプ、代替格
納容器スプレイポンプおよび［ＣＶスプレ

イ（特重）のためのポンプ］が起動しない 
ｏｒ 
スプレイ水の注水が確認できない 

ｏｒ 
格納容器圧力の上昇が１０分以上継続 

格納容器最高使用圧力に到達 
ｏｒ 

格納容器最高使用温度に到達 

特重 
［ＣＶスプレイ（特重）のための
ポンプ］ 

［－］ 

ＳＡ 代替格納容器スプレイポンプ １ 

多様性 該当なし － － － 

区分 設備 数 ＡＬ判断条件 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件 

ＤＢ 
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ 

高圧注入ポンプ ２ ＥＣＣＳ作動設定値に到達 

ｏｒ  
手動によりＥＣＣＳを作動 

全ての高圧注入ポンプが起動不能 

ｏｒ 
全ての余熱除去ポンプが起動不能 

全ての高圧注入ポンプおよび余熱除去ポンプが起動不能 

ｏｒ 
炉心出口温度３５０℃以上の状態が３０分以上継続 余熱除去ポンプ ２ 

ＳＡ 該当なし － － － － 

特重 該当なし － － － － 

多様性 該当なし － － － － 

全面緊急事態 

 
警戒事態 

 伊方３号：ＡＥＤ ０分 [９．５] 時間(AED) 

AL21 SE21 

ＬＯＣＡ発生 
（保安規定を 
超える漏えい） 

大量放出 

特重使用    ［－］分 

[－] 時間 

施設敷地緊急事態 

 

高圧注入系(DB、同
等のSA)が機能喪失 

ＥＣＣＳ作動設定値
に達した場合また
は手動によりＥＣＣ
Ｓを作動させたとき 

収束 

（蓄圧注入） 

収束せず 

GE21 

収束 

低圧注入系(DB) 
が機能喪失 

低圧注入系(同等の
SA)が機能喪失（ＲＣＳ

減圧失敗含む） 

GE28

 

炉心損傷 
（大ＬＯＣＡ） 

[ １９]分 
[－]分 

収束 

[１．１]時間（ＳＥＤ） 
小ＬＯＣＡ時の特重解析なし [１３] 時間（ＳED） 

大ＬＯＣＡ 

中小ＬＯＣＡ 

（ＲＣＳ減圧＋蓄圧注入） 
低圧注入系(DB)が 

機能喪失（ＲＣＳ減圧失敗含む） 

収束 

炉心損傷 
（中小ＬＯＣＡ） 

格納容器 
最高使用圧力 
２倍(2Pd)  

格納容器スプレイ 
(DB、SA、特重) 
が機能喪失 

再循環ユニット 
格納容器内 

自然対流冷却不可 

格納容器損傷回避 

フィルタベント 
(特重) 

機能喪失 

収束 格納容器損傷回避 

GE28

 

① ② 

② ④⑤ 

⑩ 

⑥⑦⑧⑨ 

 

【ＤＢ設備】 

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

① 高圧注入 高圧注入ポンプ ２   自動 ● 現状ＥＡＬで追加済み 

② 低圧注入 余熱除去ポンプ ２   自動 ● 現状ＥＡＬで追加済み 

【ＳＡ設備】 

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

③ 炉心注水 充てんポンプ ３   速やかに(中央操作) × 大ＬＯＣＡを想定した場合において、ＤＢ設備と同等の能力を有す設備ではないため、ＥＡＬに追加しない 

④ 

代替炉心注水 

格納容器スプレイポンプ 
（Ｂ，代替再循環配管使用） 

１   約２０分 × 
中小ＬＯＣＡにおいては、炉心冷却可能であるが、大ＬＯＣＡを想定した場合において、即応性、ＤＢ 設備と同等の能力を有す設備
ではないため、ＥＡＬに追加しない 

⑤ 代替格納容器スプレイポンプ １   約２９分 × 大ＬＯＣＡを想定した場合において、即応性、ＤＢ設備と同等の能力を有す設備ではないため、ＥＡＬに追加しない 

⑥ 中型ポンプ車＆加圧ポンプ車 １式   約２時間１０分 × 大ＬＯＣＡを想定した場合において、即応性、ＤＢ設備と同等の能力を有す設備ではないため、ＥＡＬに追加しない 

【多様性拡張設備】  

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

⑦ 

代替炉心注水 

消火ポンプ（電動） １ ６６０ ６５ 約４５分 × 大ＬＯＣＡを想定した場合において、即応性、ＤＢ設備と同等の能力を有す設備ではないため、ＥＡＬに追加しない 

⑧   消火ポンプ（ディーゼル駆動） １ ６６０ ６５ 約４５分 × 大ＬＯＣＡを想定した場合において、即応性、ＤＢ設備と同等の能力を有す設備ではないため、ＥＡＬに追加しない 

⑨ 消防自動車 １ (高圧/低圧)84/120 (高圧/低圧)140/80 約１時間２０分 × 大ＬＯＣＡを想定した場合において、即応性、ＤＢ設備と同等の能力を有す設備ではないため、ＥＡＬに追加しない 

【特重設備】 

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

⑩ 代替炉心注水 ［炉心注水（特重）のためのポンプ］ ［－］ ［－］ ［－］ ［即応性あり］ × 中小ＬＯＣＡにおいては、一定時間の炉心注水が可能であるが、大ＬＯＣＡ時において炉心損傷を防止できる性能はない 

 

主な炉心注水関係設備 

 

➀➁ 

➀➁ ①（③） 

※ 

一定時間 

［特重設備］による炉心注水、ＣＶスプレイ 

※ 
※ 

 
以下の検討結果を踏まえ、ＬＯＣＡ時の炉心注水として、ＥＡＬに追加する特重設備はない。 
･中小ＬＯＣＡにおいては、[特重設備]を活用した炉心注水により、[一定時間]の炉心注水が可能であり、炉心損傷を一時的に遅延させることができる。 

・大ＬＯＣＡ時において、炉心損傷を防止できる性能はない。 

・漏えい量の規模に応じたＥＡＬ判断は混乱に繋がるおそれがあるため、最も厳しい大ＬＯＣＡシーケンスでのＥＡＬを追加する。 

検討結果 

枠囲みの範囲は、機密に係る事項ですので公開することはできません。 

【凡例】機 能 ベ ー ス（●：現状ＥＡＬで追加済み、 ○：追加可能、 ×：反映不可） 
パラメータベース（（×）：設備の動作状況によりEAL判断を遅延又は防止） 
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四国電力 伊方発電所３号機 特重施設を考慮したＥＡＬ検討（ＥＡＬ２４：原子炉冷却機能の異常（給水機能の喪失）） 

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：否 

■特重施設等を考慮した整理のイメージ（SA時の特重活用手順、ＥＡＬ判断基準については、特重施設に係る保安規定が未申請であることから現状案）

区分 設備 数 ＡＬ判断条件 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件 

ＤＢ 

補助 
給水 
ポンプ 

電動補助給水ポンプ ２ ３台中１台しか起動しない 
ｏｒ 
補助給水流量の合計が８０ｍ３/ｈ未満 

全ＳＧの狭域水位が０％以下 
ａｎｄ 

全台起動不能 ｏｒ 補助給水流量の合計
が８０ｍ３/ｈ未満 

－ 
タービン動補助給水ポンプ １ 

炉心 

注水 

高圧注入ポンプ ２ 
－ － 

全ＳＧの広域水位が１０％以下 

ａｎｄ 
高圧注入ポンプおよび余熱除去ポンプが全台起動しない ｏｒ 
原子炉への注水が確認できない ｏｒ 炉心出口温度３５０℃

以上が３０分間以上継続 ｏｒ 減圧時に全ての加圧器逃がし
弁が「開」不能 

余熱除去ポンプ ２ 

ＳＡ 
1次系

F&B 

高圧注入ポンプ ２ 
－ － 

加圧器逃がし弁 ２ 

特重 ［炉心注水（特重）のためのポンプ］ ［－］ － － 

多様性 該当なし － － － 

区分 設備 数 SE判断条件 GE判断条件 

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

ＤＢ 格納容器スプレイポンプ ２ 
全ての格納容器スプレイポンプ、代替格

納容器スプレイポンプおよび［ＣＶスプレ
イ（特重）のためのポンプ］が起動しない 
ｏｒ 

スプレイ水の注水が確認できない 
ｏｒ 
格納容器圧力の上昇が１０分以上継続 

格納容器最高使用圧力に到達 

ｏｒ 
格納容器最高使用温度に到達 

特重 
［ＣＶスプレイ（特重）のための

ポンプ］ 
［－］ 

ＳＡ 代替格納容器スプレイポンプ １ 

多様性 該当なし － － － 

全面緊急事態 警戒事態 

伊方３号：ＴＥＤ ０分 [ ０ ] 時間 [ ０ ] 時間 [  ３] 時間 [１６] 時間 

AL24 GE24 GE28SE24 

補助給水(DB)が 
一部機能喪失 主給水機能喪失 

補助給水 
(DB、同等のＳＡ) 
が機能喪失 

1次系F&B（ＳＡ） 
および 

低圧注水系 
が機能喪失 

炉心損傷 

格納容器スプレイ 
(DB、SA、特重) 
が機能喪失 

再循環ユニット 
格納容器内 

自然対流冷却不可 

収束 

大量放出 

収束 

格納容器 
最高使用圧力 
２倍(2Pd) 

格納容器損傷回避 

特重使用 ［－］分 [－] 時間 [－] 時間以上 [－] 時間以上(1Pd) 

フィルタベント 
(特重) 

機能喪失 

施設敷地緊急事態 

収束 格納容器損傷回避 

[６．３] 時間 

①②③ ①②③ ⑦⑧⑨⑩ 
 

⑤⑪⑥ 

【ＤＢ設備】 

系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

① 
補助給水 

電動補助給水ポンプ ２ 自動 ● 現状ＥＡＬで追加済み 

② タービン動補助給水ポンプ １ 自動 ● 現状ＥＡＬで追加済み 

➂ 蒸気放出 主蒸気逃がし弁 ３ － － 自動 － 給水機能に含む 

④ 低圧注入 余熱除去ポンプ ２ 速やかに(中央操作) ● 現状ＥＡＬで追加済み 

【ＳＡ設備】 

系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

⑤ 
１次系Ｆ＆Ｂ 

高圧注入ポンプ ２ 速やかに(中央操作) ● 現状ＥＡＬで追加済み 

⑥ 加圧器逃がし弁 ２ － － 速やかに(中央操作) ● 現状ＥＡＬで追加済み 

【多様性拡張設備】 

系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

⑦ 蒸気放出 主蒸気ダンプ弁 ８ － － 速やかに(中央操作) － 給水機能に含む 

⑧ 

主給水 

電動主給水ポンプ １ ３３００ ６２０ 速やかに(中央操作) ● 現状ＥＡＬ判断条件の前提（主給水喪失）として追加 

⑨ 蒸気発生器水張ポンプ １ １６０ ８２０ 速やかに(中央操作) ● 現状ＥＡＬ判断条件の前提（主給水喪失）として追加 

⑩ 蒸気発生器代替注水ポンプ １ ９０ ９００ 約２時間１５分 （×） 
即応性を有す設備ではないため、現状ＥＡＬに追加しない。 
緩やかな事象の場合はＥＡＬ判断に追加可能であるが、ＥＡＬ判断が複雑化し、判断間違いや判断遅れに繋がる可能性があるため
追加しない。 なお、現状、ＳＥ・ＧＥの判断条件として、ＳＧ水位を追加している（状態基準） 

⑪ １次系Ｆ＆Ｂ 充てんポンプ ３ ４５．４ １７２０ 速やかに(中央操作) × 即応性は有しているが、注水流量が少ないことから、ＥＡＬ判断には追加しない 

【特重設備】 

系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

⑫ ［代替炉心注水］ ［炉心注水（特重）のためのポンプ］ ［－］ ［－］ ［－］ ［即応性あり］ × [代替炉心注水]の対応手段として可能であるが、注水可能時間が一定時間であるため追加しない 

主な給水関係設備 

※ 

※ 

一定時間 

［特重設備］による炉心注水、ＣＶスプレイ 

※ 

・蒸気発生器への給水機能として、ＥＡＬに追加する特重設備はない。
・ＳＢＯ＋補助給水機能喪失のシーケンスにおける[特重設備]を活用した[代替炉心注水]については、特重施設の設置変更許可の審査において、[代替炉心注水]が、［一定時間］継続できることを

確認しており、炉心損傷を一時的に遅延させることができる。
・一時的な遅延による時間的猶予の間に、ＤＢ設備、ＳＡ設備等の復旧による炉心損傷回避の可能性が期待できるものの、ＤＢ設備およびＳＡ設備が損傷しているような事象において設備復旧の成
立性は担保できず、いずれ炉心損傷に至る可能性が高いことから追加しない。 

検討結果 

⑫ 

（減圧以降 ④） 

枠囲みの範囲は、機密に係る事項ですので公開することはできません。 

【凡例】機 能 ベ ー ス（●：現状ＥＡＬで追加済み、 ○：追加可能、 ×：反映不可） 
パラメータベース（（×）：設備の動作状況によりEAL判断を遅延又は防止） 

6 68



四国電力 伊方発電所３号機 特重施設を考慮したＥＡＬ検討（ＥＡＬ２５：非常用交流高圧母線喪失事象） 

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：可 

■特重施設等を考慮した整理のイメージ（SA時の特重活用手順、ＥＡＬ判断基準については、特重施設に係る保安規定が未申請であることから現状案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 設備 数 ＡＬ判断条件 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件 

ＤＢ 

外部 
電源 

所内変圧器 １ 

使用可能な非常用交流高圧母線が１系統となった場

合において、当該母線への供給電源がいずれか１つ
となり、その状態が１５分間以上継続 
or 

全ての非常用交流高圧母線が所内変圧器、予備変圧
器および非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗 
or 

外部電源喪失が３時間以上継続 

全ての非常用交流高圧母線が所内変圧器、
予備変圧器および非常用ディーゼル発電機

からの受電に失敗し、かつ、代替電源設備
からの受電ができない状態が３０分以上継
続 

全ての非常用交流高圧母線が所内変圧器、
予備変圧器および非常用ディーゼル発電機

からの受電に失敗し、かつ、代替電源設備
からの受電ができない状態が１時間以上継
続 

予備変圧器 １ 

非常用
交流高
圧母線 

非常用交流高圧母線 

（６－３Ｃ、６－３Ｄ） 
２ 

非常用
電源 

非常用ディーゼル発電機 ２ 

ＳＡ 

代替 

電源 

非常用ガスタービン発電機 １ 

空冷式非常用発電装置 ２ 

特重 ［特重施設の電源設備］ ［－］ － 

多様性 

号機間連絡ケーブル １ － 

専用配電線 １ － 

１８７ｋＶ母線を経由する 

号機間融通 
１ － 

 

全面緊急事態 

 
警戒事態 

 伊方３号： 

施設敷地緊急事態 

 [ ０] 分 [３０] 分 

AL25 GE25 SE25 

非常用交流 
高圧母線喪失 

[ １] 時間 

収束 
収束 

収束 

DBおよび代替電源設備(同等のSA、多様性)による給電失敗 
外部電源喪失 

非常用交流高圧母線 
の復旧失敗 

電源設備（DB）に 
よる受電失敗 

③ ①②③ ①②③ 
④⑤ 

⑦⑧⑨ 

 

【ＤＢ設備】 

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
数 容量（kVA） 

① 
外部電源 

所内用変圧器 １ － － ● 現状ＥＡＬで追加済み 

② 予備変圧器 １ － － ● 現状ＥＡＬで追加済み 

③ 非常用電源 非常用ディーゼル発電機 ２ ７７５０ － ● 現状ＥＡＬで追加済み 

【ＳＡ設備】 

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
数 容量（kVA） 

④ 

代替電源 

非常用ガスタービン発電機 １ ６０００ 約３０分(起動は中央操作) ● 現状ＥＡＬで追加済み 

⑤ 空冷式非常用発電装置 ２ １８２５ 約３０分(起動は中央操作) ● 現状ＥＡＬで追加済み 

⑥ ３００ｋＶＡ電源車 ２ ３００ 約６時間５０分 × 非常用交流高圧母線への給電ではないことから追加しない 

【多様性拡張設備】  

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
数 容量（kVA） 

⑦ 

代替電源 

号機間連絡ケーブル １ － 約５０分 ● 現状ＥＡＬで追加済み 

⑧ 専用配電線 １ － 約５０分 ● 現状ＥＡＬで追加済み 

⑨ １８７ｋＶ母線を経由する号機間融通 １ － 約５５分 ● 現状ＥＡＬで追加済み 

【特重設備】 

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
数 容量（kVA） 

⑩ 代替電源 ［特重施設の電源設備］ ［－］ ［－］ ［即応性あり］ ○ 特重施設の供給に必要な電気の供給を行うが、ＳＡ設備が機能しない場合などにおいて活用することは可能 

 

主な交流電源設備 

 
 

参考図 

発電機 
所内変圧器 予備変圧器 

常用交流 
高圧母線 

非常用 
DG-A 

［高圧母線（特重）］ 

非常用 
DG-B 専用配電線 

［特重施設の電源設備］ 

※１ 号機間連絡ケーブル 

500㎸送電線 

187㎸送電線 

主変圧器 

非常用 
ガスタービン 

発電機 

※１ ※１ 

①② 
 

※ 

 
・［特重設備］により非常用交流高圧母線へ給電できることから、ＥＡＬ判断に追加する。 

・［特重設備］による非常用交流高圧母線への電源供給は可能であるが、［高圧母線（特重）］はＥＡＬ判断条件の非常用交流高圧母線の対象外とする。 
・［特重設備］の容量は、［重大事故等への対応に必要な負荷容量］を満たし、ＥＡＬ判断における常設代替電源設備として追加できる。 

検討結果 

［特重設備］による給電 

※ 

➉ 

非常用交流 
高圧母線へ 

【凡例】機 能 ベ ー ス（●：現状ＥＡＬで追加済み、 ○：追加可能、 ×：反映不可） 
パラメータベース（（×）：設備の動作状況によりEAL判断を遅延又は防止） 
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四国電力 伊方発電所３号機 非常用直流電源（ＥＡＬ２７：直流電源喪失事象） 関連系統図 

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：否（但し、ＳＡ設備として追加） 

■蓄電池からの給電系統概要図（現状案） 

Ｇ

非常用ガスタービン発電機建屋

非常用ガスタービン発電機
メタルクラッド開閉装置

常用系メタクラ

【蓄電池(非常用）】
約1,600Ah×2系統

（ＤＢ設備（ＳＡ兼用））

可搬型
整流器

Ｇ

75kVA電源車

タービン
コントロールセンタ

原子炉
コントロールセンタ

非常用直流コントロールセンタ（A系）

非常用ガスタービン発電機
コントロールセンタ

B系へ

直流負荷へ

【蓄電池(重大事故等対処用）】
約2,400Ah×2系統

（ＳＡ設備）

【可搬型直流電源装置】
（ＳＡ設備）

【蓄電池(３系統目）】
約3,000Ah×1系統

（ＳＡ設備）

非常用ガスタービン
発電機

ＤＢ設備(SA兼用）

可搬ＳＡ設備（既設）

凡　例

常設ＳＡ設備(既設（既許可を含む））

所内常設直流電源設備（３系統目）

B系へ

【１系統目】

【２系統目】

【３系統目】

蓄電池（３系統目）
切換盤

Ｇ

非常用ガスタービン発電機建屋

非常用ガスタービン発電機
メタルクラッド開閉装置

常用系メタクラ

【蓄電池(非常用）】
約1,600Ah×2系統

（ＤＢ設備（ＳＡ兼用））

可搬型
整流器

Ｇ

75kVA電源車

タービン
コントロールセンタ

原子炉
コントロールセンタ

非常用直流コントロールセンタ（A系）

非常用ガスタービン発電機
コントロールセンタ

B系へ

直流負荷へ

【蓄電池(重大事故等対処用）】
約2,400Ah×2系統

（ＳＡ設備）

【可搬型直流電源装置】
（ＳＡ設備）

【蓄電池(３系統目）】
約3,000Ah×1系統

（ＳＡ設備）

非常用ガスタービン
発電機

ＤＢ設備(SA兼用）

可搬ＳＡ設備（既設）

凡　例

常設ＳＡ設備(既設（既許可を含む））

所内常設直流電源設備（３系統目）

B系へ

【１系統目】

【２系統目】

【３系統目】

蓄電池（３系統目）
切換盤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 設備 数 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件 

ＤＢ 充電器 ２ 
非常用直流母線が１つ以下となった場合
において、電気を供給している蓄電池、

交流直流変換装置または電源車をはじ
めとする代替電源設備が、当該非常用直
流母線中で１つ以下となった状態が５分

間以上継続したとき。 

非常用直流母線に電気を供給しているす
べての蓄電池、交流直流変換装置およ
び電源車をはじめとする代替電源設備が

使用不能となり、その状態が５分間以上
継続したとき。 

ＳＡ 

蓄電池（非常用） ２ 

蓄電池（重大事故等対処用） ２ 

可搬型直流電源装置 １ 

特重 該当なし － － － 

多様性 該当なし － － － 

 

【ＤＢ設備】 

設 備 名 
主な仕様 

ＥＡＬ反映検討 
容量（Ah） 

充電器 － ● 現状ＥＡＬで追加済み（非常用直流母線の状態で判断するため、設備状態は包含される） 

【ＳＡ設備】 

設 備 名 
主な仕様 

ＥＡＬ反映検討 
容量（Ah） 

蓄電池（非常用） １６００ ● 現状ＥＡＬで追加済み（非常用直流母線の状態で判断するため、設備状態は包含される） 

蓄電池（重大事故等対処用） ２４００ ● 現状ＥＡＬで追加済み（非常用直流母線の状態で判断するため、設備状態は包含される） 

可搬型直流電源装置 － ● 現状ＥＡＬで追加済み（非常用直流母線の状態で判断するため、設備状態は包含される） 

【参考】 

設 備 名 
主な仕様 

ＥＡＬ反映検討 
容量（Ah） 

蓄電池（３系統目） ３０００ ○ 追加可能（設置工事中） 

 
※ ＳＢＯ発生時において蓄電池（非常用）、蓄電池（重大事故等対処用）を使用して２４時間にわたり供給するための必要容量 

：蓄電池（非常用）1,512Ah、蓄電池（重大事故等対処用）1,664Ah （必要容量については新規制工認資料より抜粋） 

主な直流電源設備 

 
 

第 712回審査会合（2019年 5月 7日）資料より抜粋 

【凡例】機 能 ベ ー ス（●：現状ＥＡＬで追加済み、 ○：追加可能、 ×：反映不可） 
パラメータベース（（×）：設備の動作状況によりEAL判断を遅延又は防止） 
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四国電力 伊方発電所３号機 特重施設を考慮したＥＡＬ検討（ＥＡＬ２９：停止中の原子炉冷却機能の喪失） 

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：否（但し、ＳＡ設備として追加） 

■特重施設等を考慮した整理のイメージ（SA時の特重活用手順、ＥＡＬ判断基準については、特重施設に係る保安規定が未申請であることから現状案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

区分 設備 数 ＡＬ判断条件 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件 

ＤＢ 

炉
心
注
水 

余熱除去ポンプ ２ 

ミッドループ運転状態において、 

ノズルセンター水位低警報値以下となった状
態が 30分間以上継続 
ｏｒ １台の余熱除去ポンプの機能機能喪失 

ｏｒ １台の余熱除去冷却器の喪失等による
除熱機能喪失 

ミッドループ運転状態において、 

ノズルセンター水位計下端以下となった状態
が 30分間以上継続 
ｏｒ 全ての余熱除去ポンプの機能機能喪失 

ｏｒ 全ての余熱除去冷却器の喪失等による除
熱機能喪失 ミッドループ運転状態において、炉心の冷

却機能及び蒸気発生器を通じた全ての除
熱機能が喪失し、燃料取替用水タンク等か

ら炉心へ注水する手段の全てが喪失 
ＳＡ 

充てんポンプ ３ － － 

高圧注入ポンプ ２ － － 

格納容器スプレイポンプ 
（Ｂ、代替再循環配管使用） 

１ － － 

代替格納容器スプレイポンプ １ － － 

特重 ［炉心注水（特重）のためのポンプ］ ［－］ － － 

多様性 該当なし － － － 

 区分 設備 数 SE判断条件 GE判断条件 

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ 

ＤＢ 格納容器スプレイポンプ ２ 
全ての格納容器スプレイポンプ、代替格
納容器スプレイポンプおよび［ＣＶスプレ
イ（特重）のためのポンプ］が起動しない 

ｏｒ 
スプレイ水の注水が確認できない 
ｏｒ 

格納容器圧力の上昇が１０分以上継続 

格納容器最高使用圧力に到達 
ｏｒ 
格納容器最高使用温度に到達 

特重 
［ＣＶスプレイ（特重）のための
ポンプ］ 

［－］ 

ＳＡ 代替格納容器スプレイポンプ １ 

多様性 該当なし － － － 

全面緊急事態 

 
警戒事態 

 

AL29 SE29 

大量放出 

施設敷地緊急事態 

 
GE29 GE28

 

炉心損傷 

格納容器 
最高使用圧力 
２倍(2Pd)  

格納容器スプレイ 
(DB、SA、特重) 
が機能喪失 

再循環ユニット 
格納容器内 

自然対流冷却不可 

格納容器損傷回避 

フィルタベント 
(特重) 

機能喪失 

収束 格納容器損傷回避 

炉心注水（SA、多様性）が機能喪失 残留熱除去機能喪
失、燃取タンクからの
注水手段全て喪失 

１次冷却材配管の水位
がノズルセンター水位
計下端以下となった状
態が30分間以上継続 

１系統の 
余熱除去 
機能が喪失 

１次冷却材配管の水位
がノズルセンター水位低
警報値以下となった状
態が30分間以上継続 

すべての 
余熱除去 
機能が喪失 

ミッドループ 
運転状態 

収束 収束 

 

【ＤＢ設備】 

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

① 低圧注入 余熱除去ポンプ ２   速やかに(中央操作) ● 現状ＥＡＬで追加済み 

【ＳＡ設備】 

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

② 
炉心注水 

充てんポンプ ３   速やかに(中央操作) ● 現状ＥＡＬで追加済み 

③ 高圧注入ポンプ ２   速やかに(中央操作) ● 現状ＥＡＬで追加済み 

④ 

代替炉心注水 

格納容器スプレイポンプ 
（Ｂ，代替再循環配管使用） 

１   約２０分 ○ 
重大事故等対策で確認された容量を満足しており、事象進展時間や成立性を考慮するとＥＡＬを判断する設備として追加する（ほう酸水を注
水可能） 

⑤ 代替格納容器スプレイポンプ １   約２９分 ○ 
重大事故等対策で確認された容量を満足しており、事象進展時間や成立性を考慮するとＥＡＬを判断する設備として追加する（ほう酸水を注
水可能） 

⑥ 中型ポンプ車及び加圧ポンプ車 1式   約２時間１０分 × 即応性、ＤＢ設備と同等の能力（燃料取替用水タンクからの注水）を有す設備ではないため、ＥＡＬに追加しない 

【多様性拡張設備】  

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

⑦ 

代替炉心注水 

蓄圧タンク ３ ４１m3 － 約２０分 × 代替炉心注水手段として考慮可能であるが保有水が限られているため、ＥＡＬに追加しない 

⑧ 燃料取替用水タンク（重力注水） １ １９００m3 － 約１５分 〇 プラント状況により、炉心注水ができることから追加する 

⑨ 消火ポンプ（電動） １ ６６０ ６５ 約４５分 × 即応性、ＤＢ設備と同等の能力（燃料取替用水タンクからの注水）を有す設備ではないため、ＥＡＬに追加しない 

⑩ 消火ポンプ（ディーゼル駆動） １ ６６０ ６５ 約４５分 × 即応性、ＤＢ設備と同等の能力（燃料取替用水タンクからの注水）を有す設備ではないため、ＥＡＬに追加しない 

⑪ 消防自動車 １ (高圧/低圧)84/120 (高圧/低圧)140/80 約１時間２０分 × 即応性、ＤＢ設備と同等の能力（燃料取替用水タンクからの注水）を有す設備ではないため、ＥＡＬに追加しない 

【特重設備】 

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

⑫ 代替炉心注水 ［炉心注水（特重）のためのポンプ］］ ［－］ ［－］ ［－］ ［即応性あり］ （×） 
［一定時間］の炉心注水が可能であり、炉心損傷を一時的に遅延させることができるが、注水可能時間が［一定時間］であるため追加しな
い。なお、AL・SEの状態基準（RCS水位）には設備の運転状態が影響する。 

 

主な炉心注水関係設備 

 

① ① ②③④⑤⑦⑧ 

⑫ 

⑥⑨⑩⑪ 

[ ７３ ] 分以降（有効性評価抜粋） 

※ 

一定時間 

［特重設備］による炉心注水、ＣＶスプレイ 

※ 

 
・[一定時間]の炉心注水が可能であり、炉心損傷を一時的に遅延させることができる。 
・一時的な遅延による時間的猶予の間に、ＤＢ設備、ＳＡ設備等の復旧による炉心損傷回避の可能性が期待できるものの、ＤＢ設備およびＳＡ設備が損傷しているような事象において設備復旧

の成立性は担保できず、いずれ炉心損傷に至る可能性が高いことから追加しない。 

検討結果 

※ 

枠囲みの範囲は、機密に係る事項ですので公開することはできません。 

【凡例】機 能 ベ ー ス（●：現状ＥＡＬで追加済み、 ○：追加可能、 ×：反映不可） 
パラメータベース（（×）：設備の動作状況によりEAL判断を遅延又は防止） 
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四国電力 伊方発電所 特重施設を考慮したＥＡＬ検討（ＥＡＬ４１：原子炉格納容器の異常、ＥＡＬ４３：原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用） 

ＥＡＬ判断基準への特重施設の追加可否：可 

■特重施設等を考慮した整理のイメージ（SA時の特重活用手順、ＥＡＬ判断基準については、特重施設に係る保安規定が未申請であることから現状案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 設備 数 ＡＬ判断条件 ＳＥ判断条件 ＧＥ判断条件（案） 

ＤＢ 

補助 
給水 

ポンプ 

電動補助給水ポンプ ２ ３台中１台しか起動しない 
ｏｒ 

補助給水流量の合計が８０ｍ３/ｈ未満 

全ＳＧの狭域水位が０％以下 

ａｎｄ 
全台起動不能  
ｏｒ補助給水流量の合計が８０ｍ３/ｈ未満 

－ 

タービン動補助給水ポンプ １ 

炉心 
注水 

高圧注入ポンプ ２ 
－ － 

全ＳＧの広域水位が１０％以下 

ａｎｄ 
高圧注入ポンプおよび余熱除去ポンプが全台起動しない ｏｒ 
原子炉への注水が確認できない ｏｒ 炉心出口温度３５０℃

以上が３０分間以上継続 ｏｒ 減圧時に全ての加圧器逃がし
弁が「開」不能 

余熱除去ポンプ ２ 

ＳＡ 
1次系

F&B 

高圧注入ポンプ ２ 
－ － 

加圧器逃がし弁 ２ 

特重 ［炉心注水（特重）のためのポンプ］ ［－］ － － 

多様性 該当なし － － － 

 区分 設備 数 SE判断条件 GE判断条件 

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ 

ＤＢ 格納容器スプレイポンプ ２ 
全ての格納容器スプレイポンプ、代替格
納容器スプレイポンプおよび［ＣＶスプレ

イ（特重）のためのポンプ］が起動しない 
ｏｒ 
スプレイ水の注水が確認できない 

ｏｒ 
格納容器圧力の上昇が１０分以上継続 

格納容器最高使用圧力に到達 
ｏｒ 

格納容器最高使用温度に到達 

特重 
［ＣＶスプレイ（特重）のための
ポンプ］ 

［－］ 

ＳＡ 代替格納容器スプレイポンプ １ 

多様性 該当なし － － － 

全面緊急事態 

 
警戒事態 

 伊方３号：ＴＥＤ ０分 [ ０ ] 時間 [ ０ ] 時間 [  ３] 時間 [１６] 時間 

AL24 GE24 GE28

 

SE24 

補助給水(DB)が 
一部機能喪失 主給水機能喪失 

補助給水 
(DB、同等のSA) 
が機能喪失 

炉心損傷 

格納容器スプレイ 
(DB、SA、特重) 
が機能喪失 

再循環ユニット 
格納容器内 

自然対流冷却不可 

収束 

大量放出 

収束 

格納容器 
最高使用圧力 
２倍(2Pd)  

格納容器損傷回避 

特重使用    ［－］分 [－] 時間 [－] 時間以上 [－] 時間以上(1Pd) 

フィルタベント 
(特重) 

機能喪失 

 

 
施設敷地緊急事態 

 

収束 格納容器損傷回避 

[６．３] 時間 

SE41 
GE41

 

 

【ＤＢ設備】 

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

① 格納容器スプレイ 格納容器スプレイポンプ ２   自動 ● 現状ＥＡＬで追加済み 

【ＳＡ設備】 

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

② 代替格納容器スプレイ 代替格納容器スプレイポンプ １   約２９分 ○ 
現場での系統構成を要するが、重大事故等対策において有効性が確認されているため、事象進展時間や成立性を考慮するとＥＡＬを判断
する設備として追加する 

③ 
格納容器内 
自然対流冷却 

格納容器再循環ユニット 
（Ａ及びＢ） 

２ － － 約１時間 （×） CV圧力・温度にて判断する。（状態基準） 

【多様性拡張設備】  

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

④ 

代替格納容器スプレイ 

中型ポンプ車及び加圧ポンプ車 １ １５０ １５０ 約２時間１０分 （×） 
即応性を有す設備ではないため、現状ＥＡＬに追加していない。 
緩やかな事象の場合はＥＡＬ判断に追加可能であるが、ＥＡＬ判断が複雑化し、判断間違いや判断遅れに繋がる可能性があるため追加
しない。 なお、状態基準（CV圧力・温度）には設備の運転状態が影響する。 

⑤ 消火ポンプ（電動） １ ６６０ ６５ 約４５分 × 重大事故等対策で確認された設備と同等の能力を有していないため、ＥＡＬに追加しない 

⑥ 消火ポンプ（ディーゼル駆動） １ ６６０ ６５ 約４５分 × 重大事故等対策で確認された設備と同等の能力を有していないため、ＥＡＬに追加しない 

⑦ 消防自動車 １ (高圧/低圧)84/120 (高圧/低圧)140/80 約１時間２０分 × 即応性を有す設備ではなく、重大事故等対策で確認された設備と同等の能力を有していないため、ＥＡＬに追加しない 

【特重設備】 

 系統名 設 備 名 
主な仕様 

成立性 ＥＡＬ反映検討 
台数 容量（m3/h） 揚程（ｍ） 

⑧ 代替格納容器スプレイ 
［ＣＶスプレイ（特重）のためのポン

プ］ 
［－］ ［－］ ［－］ ［即応性あり］ ○ 事象進展時間や成立性を考慮するとＥＡＬを判断する設備として追加する 

⑨ 圧力逃がし装置 
［フィルタベント（特重）のための設
備］ 

［－］ ［－］ ［－］ ［－］ ○ 
現状のＳＥ４３には該当しないが、指針の見直しを前提にＳＥ４３に追加する。（ＣＶ破損の防止を目的としたものであり、現状のＳＥ４３の定
義である‘炉心損傷を防止するため’に該当しない）なお、ＥＡＬ４１は発信されていると考えられる 

 

【凡例】機 能 ベ ー ス（●：現状ＥＡＬで追加済み、 ○：追加可能、 ×：反映不可） 
パラメータベース（（×）：設備の動作状況によりEAL判断を遅延又は防止） 

①② 

⑧ 

④⑤⑥
 

 

③ ⑦ ⑨ 

※ 

 
・[特重設備]を活用した格納容器冷却・減圧は、事象進展時間や成立性を踏まえＥＡＬを判断する設備として追加する。 
・ＳＢＯ＋補助給水失敗のシーケンスにおける[特重設備]を活用した代替ＣＶスプレイについては、特重施設の設置変更許可の審査において、「格納容器最高使用圧力の２倍到達時間の遅延」
を確認している。 

・今回想定する事象において、[特重設備]は格納容器破損の防止を目的として使用しており、ＥＡＬ４３には該当しない。なお、[特重設備]使用時においては、ＥＡＬ４１が発信していると考える。 
・なお、現状のＳＥ４３が炉心損傷前のフィルタベント実施を対象としていることを踏まえ、ＳＥ４３の定義（指針）の見直しを前提に、判断基準を「炉心損傷前のフィルタベント（特重）実施」とする。 

検討結果 

※ 

一定時間 

［特重設備］による炉心注水、ＣＶスプレイ 

※ 

1次系F&B（ＳＡ） 
および 

低圧注水系 
が機能喪失 

主な原子炉格納容器冷却・減圧関係設備 

枠囲みの範囲は、機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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